
恵 庭 市

歳以上の方へ65

介護保険の財源に占める

保険料の負担割合について

このうち４０～６４歳の方（第２号被保

険者）が納める保険料が費用全体の２７％、

６５歳以上の方（第１号被保険者）の保険

料が２３％をそれぞれ負担し、社会全体で

制度を支えるしくみになっています。

介護が必要になったとき、安心して介

護保険のサービスが受けられるように、

保険料は必ず納めましょう。

介護保険制度の財源は、保険料と公費がそれぞれ

半分ずつ負担しています。

………………………………
………………………………



介護保険料は、市町村で必要な介護サービス費用をまかなうために、算出された基準額をもとに
所得段階別に設定されます。※第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）における所得段階と負担割合

所得段階 対 象 者 負担割合 年額保険料

《令和6年1月2日以降に恵庭市に転入された方へ》
1月1日現在恵庭市に住民票がない方の介護保険料は、仮算定しています。保険料確定後、金額の変更があった場合は、翌月に
変更通知書にてお知らせします。


